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三重県鈴鹿市弓削二丁目

３０６
弓削アパートＩＩ ２０１号室

婚姻により夫婦で新戸籍が編製されますので，婚姻後の夫婦の新本籍を必ず記入してください。

ただし，すでに戸籍の筆頭者となっている方の氏（名字）で婚姻する場合は不要です。

本籍は土地の所在であり，家屋番号や建物名などは入れることはできませんのでご注意ください。

記載例

窓口受付時間であれば，住所異動と同時に届出

できます。

同時に住所異動（転出を除く）を行う場合は住所

の欄に新しい住所をご記入ください。

（消えるボールペンで記入しないでください。）

亀山

亀
山

どちらかを選択

してください。


